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東消防署の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
  総務課・予防課 

勤務時間：平日８時４５分から１７時３０分（毎日勤務） 

 

  警防地域第一（二）課 

勤務時間：８時４５分から翌８時４５分（交替制勤務） 

指揮隊・消防隊・救急隊・特殊車両を配置 

 

 

 

 

 

 

 

  警防地域第一（二）課 

勤務時間：８時４５分から翌８時４５分（交替制勤務） 

救助隊・救急隊を配置 

 

 

 

 

 

 

 

  警防地域第一（二）課 

勤務時間：８時４５分から翌８時４５分（交替制勤務） 

消防隊（監視警備隊）を配置 

 

名称・所在地

名古屋市東消防署 本署 

〒４６１－０００３ 東区筒井一丁目８番３０号 

ＴＥＬ（０５２）９３５－０１１９ 

ＦＡＸ（０５２）９３７－４４６８ 

名古屋市東消防署 富士塚出張所 

〒４６１－０００１ 東区泉一丁目９番２４号 

ＴＥＬ（０５２）９７１－４６６０ 

ＦＡＸ（０５２）９７１－４６６０ 

名古屋市東消防署 矢田出張所 

〒４６１－００４８ 東区矢田南四丁目２番１号 

ＴＥＬ（０５２）７７１－０１１９ 

ＦＡＸ（０５２）７７１－０１１９ 

東消防署からの 
お知らせを 
随時更新中！ 

 

市公式ウェブサイト 

東消防署専用ページ 
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［消防局］４部２隊１学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［東消防署］４課 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署 長 

警防地域課 
（第一課・第二課） 

総務部（４課） 総務課 

警防活動・警防対策・警防計画 

警防訓練・自助の促進・自主防災支援 

応急手当の普及啓発・火災原因調査 

警防対策・警防計画・警防訓練・消防水利 

応急手当の普及啓発 

地域防災力の向上に係る各種調整 

災害に係る自助の促進・自主防災支援 

消防団・窓口業務 

職員課 施設課 消防団課 

組織体制

総務課 
人事・厚生・表彰・経理など 

消防団・防災安心まちづくり運動 

災害に係る自助・自主防災 

救急課 救急救命研修所 

予防課 

救急部（１課１所） 

防火管理・防災管理 

火災予防査察・消防用設備等の設置・検査 

火災予防対策・火災予防広報 

建築同意・危険物等の規制・指導 

液化石油ガス等の防災指導 

予防課 

消防署（１６） 出張所（４４） 

規制課 

消防課 

消防学校 

指令課 

本部機動部隊 

消防航空隊 

予防部（２課） 

消防部（２課） 

副署長（総務課長兼務） 
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［本棟］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［講堂棟］ 
 

 

 

 

 

 

 

［配置車両］                      （ ）は出張所配置 
消防車 

救急車 舟艇 
その他 

車 両 タンク車 救助車 はしご車 指揮官車 指揮車 輸送車 

５（３） １（１） １ １ １ １ ３（１） ４（２） ３ 

 

 

 

 

 

階 数 本 棟 

５階 トレーニング室・倉庫 

４階 予防課 事務室 

３階 警防地域課 事務室 

２階 署長室・総務課 事務室 

１階 受付・警防地域課 待機室・車庫 

階 数 講堂棟 

２階 講 堂 

１階 車庫・倉庫 

本 棟 

講堂棟 

事務所・配置車両
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沿 革

Ｓ１８ １２／２４ 愛知県中消防署筒井町出張所が消防署に昇格、 

愛知県筒井消防署(東区筒井町１丁目)が発足。 
富士塚及び長塀町の両出張所が中消防署から、矢田出張所が千種消防署から 

それぞれ移管。職員１１５名１署３出張所体制で東区（一部地域除く）を管轄。 

Ｓ２０ １０／１ 矢田出張所を廃止 

Ｓ２１ １０／１２ 

Ｓ２３ ３／７ 

Ｓ３０ ７／２６ 

Ｓ４３ ３／２８ 

Ｓ４５ １２／５ 

名古屋市消防局の発足により、 

愛知県筒井消防署を名古屋市東消防署に変更 
矢田出張所を東区矢田町９丁目４８番地の２に再設置 

本署を改築 

Ｓ５１ １／１７ 

Ｓ５６ ９／１３ 

Ｈ３ ５／２４ 

富士塚出張所を東区下竪杉町１丁目８番地の５に移転 
富士塚出張所の住居表示が東区泉一丁目９番２４号に変更

本署の住居表示が東区筒井一丁目８番３０号に変更

Ｈ２７ ３／１０ 

Ｒ２ ４／１ 

Ｒ３ ３／１６ 

矢田出張所を東区矢田南四丁目２番１号に移転

本署セミリニューアル工事が完了

富士塚出張所 改築工事開始

富士塚出張所 完成

長塀町出張所を廃止 
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主な年間行事

消防出初式（第 2 週日曜日） 
 年頭の恒例行事として、消防職団員の勇姿を披露し、

安全で快適な市民生活を守るために、専門化・組織化

された消防部隊と調和のとれた地域防災力を公開す

ることで市民の理解と信頼を深めています。 

１月 January 

文化財防火デー（26 日） 
  昭和 24年 1 月 26 日に法隆寺金堂の壁画が火災により

焼損したことから、この日を「文化財防火デー」と定

め、全国的に文化財の防火運動を展開しています。 

防災とボランティアの日（17 日）・防災とボランティア週間（15～21 日） 
  平成 7年 1月 17 日に発生した阪神・淡路大震災でボランティアの重要性が認識さ

れ、毎年 1月 17 日を「防災とボランティアの日」、1月 15 日～21 日までが「防災

とボランティア週間」と位置づけられています。 

東区消防表彰式（1 月中旬から下旬頃） 

  消防署の運営及び火災予防の推進等に協力された個人・法人及び各種団体に対して

感謝状を贈呈します。併せて、消防施設の充実強化等に協力された個人・法人及び

消防団業務の運営に功績があった消防団員を表彰します。 

名古屋市消防表彰式（1月中旬頃） 
  消防行政に貢献いただいた市民や団体の方々に対し

て、市長及び消防局長から感謝状を贈呈し感謝の意

を表します。 
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６月 June 

危険物安全週間（第 2週日曜日～土曜日） 
 危険物を扱う事業所における自主保安体制の確立を

呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識

の高揚と啓発を図ることを目的としています。 

総合水防訓練 
 河川洪水、内水氾濫、土砂災害を想定した各種訓練を

全市的に実施し、災害対応能力の向上と市民の防災

意識の高揚を図っています。 

５月 May 

３月 March 

春の火災予防運動（1～7 日） 

 火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり火災予

防意識の一層の普及を図ることで、火災の発生を防

止し、高齢者などを中心とする死者発生の減少、財

産の損失を防ぐことを目的に実施しています。 
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総合防災訓練 
  地域住民の皆様や各種防災関係機関などと名古屋市

が協力・連携し、大規模な地震発生を想定して行うも

ので、防災対策の推進と防災意識の高揚を図ること

を目的としています。 

防災の日（1 日）・防災週間（8 月 30 日～9月 5 日） 
 台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深

め、それらの災害に対処する心構えを準備するため

として制定されました。関東大震災（大正 12 年 9 月

1 日）が発生した日に由来しています。 

９月 September 

救急の日（9 日）・救急医療週間（救急の日を含む１週間（日曜日～土曜日）） 

  救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に対する国民の正

しい理解と認識を深めることを目的としています。 

１１月 November 

秋の火災予防運動（9日～15 日） 

 火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり火災予

防意識の一層の普及を図ることで、火災の発生を防

止し、高齢者などを中心とする死者発生の減少、財

産の損失を防ぐことを目的に実施しています。 

年末特別消防警戒（26日～29 日） 
 年末にあたり、地域の皆様が平和で穏やかな新年を

迎えていただけるように、消防署と各消防団が区内

を巡回し、火災予防を呼びかけます。 

１２月 December 
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未然に防ぐ、火災予防 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な査察対象物（用途別）］                令和８年４月１日現在 

用 途 対象物数 用 途 対象物数 

劇場・集会所等 ２０ 図書館・博物館等 ６ 

キャバレー・遊技場等 ５ 公衆浴場等 ４ 

料理店・飲食店等 １１８ 車両の停車場 １０ 

物品販売店舗 ８３ 神社・寺院等 ６９ 

旅館・ホテル等 ２３ 工場・作業場等 ６７ 

共同住宅等 １，４５７ 駐車場 ３４ 

病院・診療所 ３１ 倉庫 ８８ 

保育園・老人保健施設等 ５１ 事務所 ４９０ 

幼稚園等 ５ 複合用途ビル １，２４４ 

学校等 ５６ 文化財 ２ 

合 計 ３，８６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入検査、資料提出、その他の方法により事業所の状況を調査し、消防法令に違反が

認められる場合は、関係者に対して違反の是正指導を行ったり、防火管理等の指導を行

い、防火対象物の安全性を確保しています。  

市民の生命、身体、財産そして地域の安心・安全を守るため、

消防署では一般住宅や中高層ビル等の建築物並びに会社、工場

やガソリンスタンドなどの危険物施設について防火指導、火災

予防の普及啓発、危険物の規制などを行っています。 

「査察」業務
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令和８年４月１日現在 

防火管理者を必要とする対象物数 １，３７４ 

統括防火管理を必要とする対象物数 ３３０ 

防災管理者を必要とする対象物数 ２９ 

統括防災管理を必要とする対象物数 １９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日現在 

屋内貯蔵所 ２６ 給油取扱所 １０ 製造所 ０ 

屋内タンク貯蔵所 ２４ 一般取扱所 ２１ 屋外貯蔵所 ２ 

屋外タンク貯蔵所 ４ 第一種販売取扱所 ０   

地下タンク貯蔵所 ２２ 移動タンク貯蔵所 ０ 合 計 １０９ 

「防火・防災管理」業務

消防法では､多数の人が出入りし又は勤務する百貨店、ホテル、病院、工場など一定

規模以上の建物には、防火・防災管理者を選任し消防計画を作成して消防署へ届け出

ることを義務付けています。 

また､複合用途ビル・高層建築物・地下街などは､関係者が共同してそれぞれ防火・

防災管理に必要な業務を行うように義務付けています。 

消防署では、これらの防火対象物について、防火・防災管理者の選任をはじめ消防

用設備等の点検や消防訓練の実施など、防火・防災管理業務についての指導を行って

います。 

「建築同意」業務

消防署では、建築物の新築、増･改築を行う場合に、建築物の設計の段階から消防用設

備等防火に関する確認を行い、建築物の防火安全に努めています。 

これを建築同意といいます。令和７年度の建築同意件数は１８４件となります。 

「危険物の規制」業務

ガソリン・灯油などの危険物を一定数量以上貯蔵し、又は取り扱う施設を設置したり、

変更する場合には、許可が必要となります。許可申請書が提出されると、危険物に関す

る災害を未然に防止するため､消防署では関係法令などに適合しているかどうか確認を

行い、安全上必要な指導を実施しています。 
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地域とともに成し遂げる、「防火・防災」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災安心まちづくり運動

震災対策用街頭消火器の維持管理

平成１３年度から市内全小学校区（学区）を単位として、防災安心まちづくり委員会

が結成され、災害時における地域住民の災害対応能力の向上を図っています。 

地域住民が主体となり、幅広い世代の参画を得ながら、消防機関等行政との連携・支

援に基づき、主に次の防火防災活動を展開しています。 

防火に関する取り組み

秋・春の火災予防運動や防火防災キャンペーンなどの機会を捉え、地域住民と消防団、

消防署が一丸となって防火意識の高揚を図っています。 

また、広報や巡回活動においては放火防止や各家庭における住宅用火災警報器の設置

の促進や維持・管理を呼びかけるなど、様々な取り組みを通じて火災予防の推進を図っ

ています。 

昭和５１年度から昭和５４年度の間において、当時の木造家屋密集地域等

における同時多発火災の拡大防止を図るため設置され現在も継続して設置し

ています。消防署では、定期的に点検を実施し、適正な維持管理に努めていま

す。令和８年４月１日現在、東区では１９６本が配置されています。 

地震や台風など大規模災害時に、事業所が所有しているジャッキ

やバールなどの資機材や敷地の提供のほか人的協力などにより地

域を支援するものです。地域との支援協力に関する覚書を締結い

ただいた事業主の皆様に対して、地域の防災に貢献していること

を示す「地域防災協力事業所表示証」を交付します。 

令和８年４月１日現在、東区では７９件の覚書が締結されてい

ます。 

地域防災協力事業所表示制度
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地域防災力を向上・推進する、マネジメント事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織など

防災診断書

消防局では自助力の向上を目的とした「出張！家庭の防災教室」を展開しており、地

域の会議や行事、ご近所やお友達同士の集まりなどに消防署・消防団がお伺いして、家

庭の防災対策について説明することで、自助力の向上を図っています。 

災害対策基本法では、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織を自主防災

組織として定め、本市においては、町内会、自治会単位に結成を促進しています。 

消防署では、地域の消防団と連携して、各自主防災組織が地震や水害による災害発

生時に効果的な活動ができるように応急手当や初期消火などの各種訓練指導を行って

います。 

また、東区では矢田学区に「名古屋市矢田婦人消防クラブ」が結成されており、火

災予防広報などの地域に密着した防火・防災活動を実施しています。 

「出張！家庭の防災教室」

防災診断書とは、各自主防災組織における防災上の課題を地域と消防署で共有するこ

とを目的として作成し、課題の改善に向けた取り組みを支援することで、災害対応力の

向上を図っています。 
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家具転倒防止ボランティアの養成・派遣事業

各戸啓発による地域防災力の向上促進

「南海トラフ巨大地震」の被害想定では、家具の転倒・落下防止対策等を実施する

ことで、負傷者数が半数程度になると想定されています。 

令和７年度からは、寝室の家具転倒防止対策を始めとした自助力向上と地域実情に

応じた個々の自主防災活動の促進を念頭に、自主防災組織の活動支援として各戸啓発

を行い、災害時に「命を守る」ために必要な防災対策の実施について働きかけていま

す。 

各家庭の家具固定を推進するため、自力で家具固定が困難な世帯の

利用希望者に対して、家具転倒防止ボランティアを派遣し、金具の取

り付けなどの支援を行っています。また、ボランティア養成講座や研

修を実施し、家具転倒防止ボランティアの知識・技術の充実を図って

います。 詳しくはこちら↑ 

家具転倒防止ボランティア 

による施工状況 
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安心で安全なまちづくりを目指す警防活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓 練

本市では、人命救助・救急・消防活動をはじめとした多種多様な災害に迅速に対

応し、被害を最小限に軽減できるように、消防車両を分散配置して常時出動可能な

消防体制をとっています。 

１１９番通報により、防災指令センターが災害の発生を覚知した時は､災害の種別

や規模に応じて消防部隊が出動し、刻一刻と変化する災害状況を鑑みて部隊を増強

し対応しています。また、市内に５１の救急隊を配置し、増加する救急要請に備え

ています。 
なお、傷病者の救命効果をより一層高めるため、救急救命士の養成をはじめ、救

急隊員の資質の向上を図るとともに、装備・資器材を充実させるなど救急業務体制

の強化に取り組んでいます。 

応急手当の普及

救急隊が現場に到着するまでに、約６分かかります。 

心肺停止など生命に重大な危険があり一刻を争う場合には、 

救急隊が到着するまでの間、現場に居合わせた方々による 

応急手当が救命効果を高めることになります。 

 

消防署では、地域住民や各種団体・事業所などを対象にＡＥＤの 

使用方法や心肺蘇生法など応急手当に関する救命講習を実施しています。 

１分１秒でも早く現場へ駆けつけるべ

く、安全・確実・迅速に災害対応を行うた

めに、災害現場で必要な技術の練磨や向上

を日々図っています。また、救助技術発表

会・警防技術審査会に出場し、その成果を

披露しています。 

 女性消防官も 

活躍中！ 

救命講習の 

申し込み方法は 

←こちらから 
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地域防災の要「消防団」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［消防団の状況］   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［活動状況］                            令和７年度中 

区 分 合計 
火災 

救助 
水災 訓練 

警戒 

警備 

火災 

予防 

地域 

活動 
その他 

出 動 回 数 

（回） 
893 29 0 265 270 6 37 286 

活動団員数 

（名） 
5,792 121 0 1,647 2,366 51 181 1,426 

東白壁消防団 筒井消防団 矢田消防団 

砂田橋消防団 旭丘消防団 明倫消防団 

代官町 34番 9号 

東区消防団連合会

消防団数：９消防団（９学区） 

定  数：２２５名 

現  状：１７５名（充足率７７．８％） 

葵消防団 東桜消防団 

泉一丁目 18 番 21 号 

主税町 4 丁目 41 番

消防団は、郷土愛護の精神に基づく地域に密着した防災活動機

関として、名古屋市においては原則、小学校通学区域（学区）ご

とに設置され、市内では２６７消防団が活躍しています。一方

で、全市的な課題として消防団員を志す若年層の担い手が不足し

ているのが現状です。 

災害時などには消防部隊と連携して、消火・防災・救急救護活

動などに当たるとともに、平常時には火災予防広報や防災指導に

従事し、地域防災を推進する上で重要な役割を担っています。さ

らに、地震などの災害に備え、地域における防災コミュニティを

確立し、住民による積極的な自主防災活動が行われるように、地

域の防災リーダーとしての手腕が期待されています。 

詳しい内容や 

入団方法は 

こちらから↑ 

 
YouTube も 

やってます！ 

山吹消防団 

白壁三丁目 8番 13

車道町 2 丁目 31 番地 

令和８年４月１日現在 

砂田橋三丁目 218 番

矢田四丁目 29番 29

東大曽根町 14番 3号 出来町二丁目 7番 19

-14-



 

 
 

ともに歩む、防火防災関係団体 
 

■東区防火協力会 

東区内の火災予防、防火思想の普及並びに消防施設の充実強化を図り、もって、消防運

営に協力することを目的として、昭和３０年に発足以来、半世紀以上にわたり活動してい

ます。 

主な事業として、秋・春の火災予防運動や文化財防火デー及び自助力向上対策の広報資

料の作成など火災予防事業に対する支援、消防団の年末特別消防警戒及び定例火災予防広

報活動に対する支援並びに消防機器整備や消防施設整備支援など、火災のみならず災害に

強い安全で安心なまちづくりのために積極的な活動を行っています。 

 また、当協会は令和６年度に創立７０周年を迎え、記念事業として東区危険物安全協会

と合同で車両を寄贈しました。 

 

■東区危険物安全協会 

東区内において危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業所などにおける危険物の安全管理の

徹底と自主的な防火思想の高揚を図り、危険物に起因する災害の絶無を期するとともに、

会員相互の連絡協調を図ることを目的として昭和２６年に発足以来、半世紀以上にわたり

活動しています。 

主な事業としては、危険物における火災防止並びに防火思想の普及啓発、消防署が実施

する危険物講習会、関係法令改正に伴う研究会等への協力、危険物事故防止の広報資料作

成等を行っています。 

 

 

■東区防火管理者協議会 

東区内の事業所の防火管理者を会員として、防火管理技術の研究と会員相互の情報交換

などにより、自主防火管理体制の充実強化を図ることを目的として、平成６年に発足以来、

３０年以上にわたり活動しています。 

自分たちの事業所は自分たちで守るという考えに基づき、防火管理に関する研修会の開

催、教養図書の配付等を行い、事業所の自主防火管理体制づくりを積極的に推進していま

す。 
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統計から見る「名古屋の消防」 
 

 

 

 

 
火災件数 

【】内は建物火災 

焼損面積 

（㎡） 

損害額 

（千円） 

死者 

（名） 

負傷者 

（名） 

名古屋市 
令和７年 ５６９【３４３】 ７，９７８ ５４５，６０９ １４ １０１ 

令和６年 ５１０【３２８】 ４，２８７ ４０８，９９８ １０ １０５ 

東区 
令和７年 １８【 １５ 】 １１９ ５０，７９１ ０ ５ 

令和６年 ２７【 ２０ 】 ９８ ８，３４２ ０ ４ 

 

［出火原因別］ 

 
 

                  

                                           

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                             

                                                                                                           

                                                                                

                                       

 

 

［行政区別火災件数］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［名古屋市］ ［東区］ 

１８件 

火災統計（令和７年中）

５６９件 
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 出動件数 
搬送人員 

（名） 

令和７年 出動件数順位 

第１位 第２位 第３位 第４位  

急病 一般負傷 転院搬送 交通 その他 

名古屋市 
令和 7 年 １６０，４１１ １４２，２３４ 114,882 21,835 10,091 6,927 6,676 

令和 6 年 １６０，２１２ １４２，１８４ 113,957 22,682 10,089 6,954 6,530 

    急病 一般負傷 転院搬送 交通 その他 

東区 
令和７年 ６，１４４ ５，３０６ 4,358 814 396 284 292 

令和６年 ５，９９５ ５，２１５ 4,159 887 371 294 284 
 

［東区年齢別・傷病程度別搬送人員状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［行政区別救急件数］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急統計（令和７年中）

160,411 件 
6,144 件 

搬送人員 

５,３０６人 

搬送人員 

５,３０６人 
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各種お知らせ 
 

［公民連携の取り組み］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［市公式ウェブサイト＆公式ＳＮＳ］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

［応急手当研修センター］ ［ポッカレモン消防音楽隊］ 

救命講習の日程のお知らせや 

動画による応急処置方法 

を随時公開中！ 

【連携例】 

 

 

 

 

 

演奏の日程のお知らせや 

演奏演技による普及啓発動画 

を随時公開中！ 

動画などによる普及啓発のほか、 

イベントの開催情報など、 

随時、消防の魅力を発信中！ 

消防局専用ページ 

様々な情報を公開中！ 

［名古屋市消防局］ ［市公式ウェブサイト］ 

公民連携とは？ 

行政と民間企業が連携し、行政サービスに民間企業の知恵やアイデア、資金や技術・

ノウハウを取り入れ、相互協力して市民サービスの向上や効率化を図るものです。 

消防局では、市民の皆様に安心・安全を提供したり、

民間事業者の技術やノウハウを掛け合わせた魅力発信

など、地域貢献を目指す民間企業の皆様と連携した事業

を随時、募集しています。 

詳しい内容や 

ご相談は 

←こちらから 
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この冊子は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Useful Inormation 
いざという時に備えるー 

 

①まずは、身の安全を確保する！ 
②「火事か？（消防車が必要？）」「救急か？（救急車が必要？）」を伝える！ 

③「場所」や「目印」を伝える！ ex)交差点名・店名など 

④「状況」を伝える！ ex）「何が」「誰が」「どのような状況か」を端的に！ 

⑤「名前」と「連絡先」を伝える！ 

１１９番通報 

 

 市内で発生した災害情報や避難情報などをリアルタイムに提供！ 

消防テレホンサービス 
TEL 050-5536-1838 

 

名古屋市が MID-FM から放送する緊急情報をスマートフォンなどで視聴可能！ 

名古屋市防災ラジオアプリ 

 

24 時間対応で休日や夜間などで近くに診療可能な医療機関を探すことが可能！ 

愛知県救急医療情報センター 
TEL 052-263-1133 

 

愛知県内でＡＥＤの設置が登録されている場所がすぐに確認できる！ 

あいちＡＥＤマップ 


